
案内 催し・講座

1 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種について 11 令和８年度西都市民会館共催事業

臨時窓口の開庁について 第３１回宮崎国際音楽祭  サテライト・コンサートｉｎ西都

2 固定資産税の縦覧・閲覧について ＮＡＤＥＳＨＩＫＯ　弦楽八重奏団

国民年金保険料の納め忘れはありませんか 令和７年度西都市民会館自主事業  親子で楽しむこどもフェス

3 西都市国民健康保険加入者の皆さまへ 12 テゲバジャーロ宮崎ホーム戦

  はり・きゅう・マッサージ受療券交付申請について 募集
身体障がい者手帳などをお持ちの方へ  12 赤い羽根共同募金助成事業募集のお知らせ

  自動車税（種別割）の減免について ～令和８年度共同募金運動による令和９年度事業への助成～

4 後期高齢者医療保険の被保険者の皆さまへ 13 有害鳥獣（シカ・イノシシ等）から農地を守ろう

  はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証の申請について ワイヤーメッシュ柵整備に取り組む地域を募集します（令和９～１１年度）

5 防犯灯設置費助成金の申請受付について 西都市交通安全指導員の募集について

電気柵などの補助金希望申請受付について 14 令和８年度ひとり親家庭支援 奨学金制度奨学生の募集について

6 特別児童扶養手当をご存知ですか 15 「パソコン基礎・ＦＰ習得科」公共職業訓練生の募集について

特別障害者・障害児福祉手当をご存知ですか 相談

7 重度障害者タクシー料金助成事業について 15 令和８年度療育手帳 巡回相談について

コミュニティバス・路線バスの運行時刻などの変更について 16 高鍋年金事務所の出張相談について

8 ４月は『若年層の性暴力被害予防月間』です 障がいのある方の就職や企業の障がい者雇用の相談について

児童手当における第３子加算について 宮崎県中央発達障害者支援センター出張相談について

  高校３年生年代・専門学校等を卒業予定の保護者の方へ 17 司法書士による消費生活無料相談をご利用ください

9 農業用廃プラスチックの通常収集日（４～６月）について 行政相談のご案内

催し・講座 その他

10 令和８年度中学生向け手話講座 17 市公式ＳＮＳの登録をお願いします

令和８年度手話奉仕員養成講座 18 西都市地域子育て支援センターつばさ館

西都市地域子育て支援センターぷらむ

19 図書館だより４月号

巻末 ４月の西都市イベントカレンダー
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Information１ 案内 

高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種について 
 

【対象者】 

①６５歳の方(６５歳の誕生日の前日から６６歳の誕生日の前日まで） 

②６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己

の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方およ

びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可

能な程度の障害を有する方（身体障害者手帳１級に相当。身体障害者

手帳を医療機関に提示してください） 

ただし、過去に２３価肺炎球菌ワクチンを接種した方は対象外です。 

 

【自己負担額について】 

４月１日より、使用するワクチンが「２３価肺炎球菌ワクチン」から、

より高い予防効果が期待できる「２０価肺炎球菌ワクチン」に変更とな

ります。これに伴い自己負担額が増額となりますのでご注意ください。 

 

接種日 ワクチンの種類 自己負担額 

令和８年３月３１日まで ２３価ワクチン ２，５００円 

令和８年４月１日から ２０価ワクチン ３，５００円 

 

【持参する物】マイナ保険証、資格確認証など保険確認ができるもの 

接種券はがき 

       ※誕生月の翌月以降に接種券はがきを郵送します。 

 

【接種医療機関】 事前に医療機関に予約をお願いします。 

         医療機関等の情報はこちら⇒ 

 

 

 

（文書取扱・問合せ：健康ほけん課 健康推進係 ４３－１１４６） 
 

臨時窓口の開庁について 
 

３月２９日（日）から４月３日（金）まで臨時窓口を開庁します。３月

下旬から４月上旬にかけては、引っ越しなどによる転入・転出手続きが増

加し、窓口が大変混雑します。そこで混雑防止と市民の皆さまの利便を図

るため、以下のとおり一部窓口を開庁しますので、ご利用ください。 

【時間延長の日時】＜午後７時まで延長＞ 

  ３月３０日（月）～４月３日（金） 

【休日開庁の日時】＜午前１０時～午後２時＞ 

  ３月２９日（日） 

【開設する窓口・取扱業務】 

《市民課》 

 戸籍住民係（☎３２－１０２３） 

  ・転入、転出、転居などの住民異動届の受付 

  ・住民異動に伴う住民票の発行、印鑑登録、印鑑証明書の発行 

   ・住民異動に伴うマイナンバーカードに関する業務 

《こども家庭課》 
子育て支援係（☎３２－１０２１） 
・住民異動に伴うこども医療、児童手当異動手続 

《健康ほけん課》【日曜日は開庁しません】 

   国保係（☎４３－０３７８） 
   ・国民健康保険の資格取得、変更、喪失に伴う業務 

《建築住宅課》【日曜日は開庁しません】 
住宅係（☎４３－０３７９） 

   ・住民異動に伴う市営住宅入居退去受付 
《教育政策課》 

   学校教育係（☎４３－３４３８） 
   ・住民異動に伴う小中学校の就学事務 
 なお、臨時窓口では、上記以外の業務の取り扱いはできませんので、ご

理解ください。 

（文書取扱：市民課） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

固定資産税の縦覧・閲覧について 
 

「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧と「固定資産課税台帳」の閲覧を

税務課窓口で行います。 

 

■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 

納税者が自身の土地や家屋の評価を、他の類似の土地や家屋の評価と

比較するための制度です。 

○期間：４月１日（水）～ ３０日（木） 

     （ただし、閉庁時は除きます） 

○時間：午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 

○縦覧できる方 

・納税者 ・納税管理人 

・相続人（相続人代表者以外の方は相続人と確認できる書類が必要） 

・納税者の代理人（委任状が必要）･･･など 

○手数料：無料 

 

■固定資産課税台帳（名寄せ）の閲覧 

納税者や借地借家人の方が、自身に関係する固定資産について、課税

内容を確認する制度です。 

○期間：４月１日（水）から年間を通して閲覧できます。 

     （ただし、閉庁時は除きます） 

○時間：午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 

○閲覧できる方 

 ・納税者 ・納税管理人 

・相続人（相続人代表者以外の方は相続人と確認できる書類が必要） 

・納税者の代理人（委任状が必要） 

・借地借家人（賃貸借契約書などが必要）･･･など 

○ 手数料：１件３００円 （縦覧期間は無料で交付しています） 

 

（文書取扱・問合せ：税務課 資産税係 ４３－１１９７) 
 

Information２ 案内 

国民年金保険料の納め忘れはありませんか 
 

 国民年金保険料を納めないままにしておくと、将来の老齢基礎年金や障

害・遺族など事故が発生した場合の年金が受けられないことがあります。 

 今年度の国民年金保険料は、１カ月１７，５１０円です。 

 納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、税金の負担が軽

減されます。 

 まだ納付がお済みでない方は、納付書をご用意のうえ、至急お近くの金

融機関・郵便局・コンビニエンスストアの窓口、またはスマートフォンア

プリで納付してください。 

また、納め忘れがなく、納付の手間がかからない、口座振替やクレジッ

トカードによる納付もできます。 

 国民年金保険料の納付方法や詳細については下の二次元コード、または

ＵＲＬ（https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.

html）からアクセスし日本年金機構ホームページにてご確認いただくか、

高鍋年金事務所にお尋ねください。 

 

 

 

【問合せ先】 高鍋年金事務所 ２３－５１１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱：市民課 年金係） 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information３ 

～西都市国民健康保険加入者の皆さまへ～ 

はり・きゅう・マッサージ受療券 

交付申請について 
 

西都市国民健康保険では、加入者を対象に、はり・きゅう・マッサージ

の施術を受ける際に施術料の一部を助成しています。助成を受けるには、

あらかじめ「はり・きゅう・マッサージ受療券」の交付を受ける必要があ

ります。令和８年４月からの受療券については、以下のとおり交付申請を

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はり・きゅう・マッサージ受療券」を施術所へ提出することで以下の助

成を受けることができます。 

○助成額 １回１，０００円以内（１日１回、月５回を限度） 

○助成が受けられる施術所 市が指定した施術所に限ります。 

 

【注意】 

※同一部位について、保険診療による治療との併用はできません。 

※国保税に滞納があるときは、受療券を交付できないことがあります。 

※はり・きゅう・マッサージ受療券は原則として再交付できません。 

※西都市国民健康保険被保険者の資格がなくなったときは、ご利用でき

ません。ただちに、受療券を返還してください。 

 

（文書取扱・問合せ：健康ほけん課 国保係 ４３－０３７８） 
 

案内 

身体障がい者手帳などをお持ちの方へ 
自動車税（種別割）の減免について 

 
自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在の登録名義人に課税され、令

和８年度の納期限は６月１日（月）となっています。 

身体障がい者などの方のために使用する自動車は、一定の要件に該当す

る場合、６月１日（月）までに申請すれば、自動車税（種別割）が減免さ

れます。 

以下の場所で「身体障がい者等減免申請」の受付を行いますので、詳し

くはお問い合わせください。 

 

場 所 宮崎県高鍋県税・総務事務所 

期 日 ４月１日（水）～６月１日（月）の平日 

時 間 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

場 所 宮崎県西都総合庁舎 県税窓口 

期 日 ５月１５日（金）のみ 

時 間 午前９時１０分～１２時、午後１時～４時 

 

※身体障がい者等減免は、６月１日（月）までに申請しないと受け付

けられませんのでご注意ください。 

 

【問合せ先】 

   宮崎県高鍋県税・総務事務所（電話：２３－０２１３） 

   宮崎県西都総合庁舎県税窓口（電話：４３－２１２１） 

 

 

（文書取扱：福祉課 障害福祉係） 
 

○申 請 受 付 ３月２５日（水）以降、随時受け付けます。 

○申 請 場 所 健康ほけん課 国保係 

（市役所１階 ９番窓口） 

○持参するもの 顔写真付の本人確認書類（マイナンバーカード、 

運転免許証など） 

※申請は本人に限ります。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～後期高齢者医療保険の被保険者の皆さまへ～ 

はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証の申請について 
 

 後期高齢者医療保険の被保険者の方で、健康保持増進のため、宮崎県後期高齢者医療広域連合が指定した施術担当者から受けた、はり・きゅう・マッサ

ージなどの施術について、施術料の一部助成を行っています。 

 

 ○利 用 回 数  １日につき１回、年２４回（４月１日から翌年３月３１日まで） 

 ○助 成 金 額  １回につき１，０００円以内 

 ○助成の受け方  被保険者であることを確認できる書類（マイナ保険者証または資格確認書）と 

          受療証を施術担当者へ提示してください。 

 ○助成対象施術  施術を受けることができる範囲は、末しょう神経疾患または運動器疾患に 

 限られます。 

 

 令和８年度の受療証は、以下のとおり申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、今年度の受療証の申請は、３月３１日までの期間、随時受け付けています。 

 

【今年度の受療証をお持ちの方】 

 現在お手持ちの受療証の有効期限は、令和８年３月３１日です。 

 令和８年度の受療証の交付を希望される場合は、改めて申請が必要です。 

  

※期限を過ぎた受療証は使用できません。 

※発行した受療証は、原則として再発行できません。 

（文書取扱・問合せ：健康ほけん課 高齢者医療係 ３２－１００２） 
 

Information４ 案内 

交 付 年 月 日

受
療
者

氏　名 西都　太郎

生年月日 ○年○月○日

保険者

名称印
  宮崎県後期高齢者医療広域連合

被 保 険 者 番 号 ○○○○○○○○

 令和８年度
 宮崎県後期高齢者医療広域連合
 はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証

有　効　期　限 令和9年3月31日

交　付　番　号 ○○○○-○○○○○

 

・申請日時      ４月１日から受け付けます（午前８時３０分～午後５時１５分） 

・申請場所      健康ほけん課 高齢者医療係（市役所１階） 

・申請に必要なもの  助成を受ける方の本人確認書類（資格確認書やマイナンバーカードなど） 

            ※代理申請の場合は、上記に加えて、代理の方の本人確認書類が必要です。 

※４月（特に４月１日）は、窓口が大変混み合います。時間に余裕をもってご来庁ください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information５ 案内 

防犯灯設置費助成金の申請受付について 
  

西都地区地域安全協会では、市内において、犯罪を防止する目的をもっ

て防犯灯を設置する自治組織などに対して、その設置経費の一部を予算の

範囲内で助成しています。助成を希望する団体については、以下のとおり

手続きをお願いします。 

 

〇令和８年度分受付期間 

 ４月１日（水）から予算枠が上限に達するまで 

 午前８時３０分から１２時と午後１時から５時 

 ※受付開始日前の予約はできません。 

〇必要書類など 

 ・防犯灯設置助成申請書（当日、受付時に作成可能） 

 ・設置場所図面 

 ・設置する電柱などの電柱番号が確認できる写真（スマホデータ含む） 

 ・受益者５人以上の氏名と住所情報 

 ・申請に来られる方個人の印鑑（認め印可能） 

〇受付場所 

 生活環境課窓口（市役所本庁舎２階） 

〇注意事項 

 本助成事業は、受付開始日時から先着順で受付を行います。１団体につ

き３灯まで申請が可能ですが、予算の上限に達し次第、当年度分の申請

受付は終了となります。 

 なお令和８年度も、今年度同様、申請手数料の半額を助成予定です。 

 

【問合せ先】 

 西都地区地域安全協会事務局（市役所本庁舎２階 生活環境課内） 

 電話：４３－１５８９ 

 

 

（文書取扱：生活環境課） 
 

電気柵などの補助金希望申請受付について 
 

野生鳥獣による農林作物などへの被害を軽減するため、電気柵などを設

置する方へ補助金を交付しております。 

今後、補助金を希望される方は随時希望申請受付をしておりますので、

見積書の写しを持って農林課林務係までお越しください。 

 

【補助対象】 

・電気柵（柵線２段・４段・８段張り） ・音響式防除機（爆音機） 

・箱わな、くくりわな（狩猟免許を所持した者に限る） 

・囲いわな ・ワイヤーメッシュ柵（パネル式） 

 

【対象者】 

・市内に住所を有する農業者、当該農業者が組織する団体または市内に

事業所を有する農業を営む法人 

・市税や県税に未納が無く、暴力団員や暴力団の関係者でないこと 

 

【補助金額】 

補助対象経費の１／２以内（上限１０万円） 

（補助対象経費にはそれぞれ上限額があります） 

 

【注意点】 

・申請前に購入したものは補助対象外となります。 

・補助を受けられた方は、以後２年間は申請できません。 

・予算がつき次第、順次ご案内いたします。 

 

詳しくは市ホームページをご確認ください。 

 

 

 

 （文書取扱・問合せ：農林課 林務係 ３２－１０１３） 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information６ 

特別児童扶養手当をご存知ですか 
 
 特別児童扶養手当は、障がい児（２０歳未満で重度または中程度の障が

いがある児童）を監護する父母または父母に代わりその障がい児を養育し

ている方に支給されます。詳しくは以下までお問い合わせください。 

   

◆重度の障がいとは 

①身体障がいの場合…身体障害者手帳１、２級程度 

②知的障がいの場合…おおむね知能指数（ＩＱ）３５以下の程度 

           （療育手帳「Ａ」程度） 

 ③その他の障がいの場合…上記の障がいと同程度と認められるもの 

 

◆中程度の障がいとは 

①身体障がいの場合…身体障害者手帳３、４級程度 

②知的障がいの場合…おおむね知能指数（ＩＱ）３６～５０程度 

           （療育手帳「Ｂ－１」程度） 

 ③その他の障がいの場合…上記の障がいと同程度と認められるもの 

 

◆障がいがあっても支給されない場合があります 

 ①児童が児童福祉施設などに入所しているとき 

 ②児童が公的年金を受けているとき 

 ③父母などの所得が一定の額を超えるとき 

 ④障がいの程度によって非該当であると判断されたとき 

 

◆問合せ先 

 福祉課 障害福祉係 電話：４３－１２０６ 
 
 
 
 
 

（文書取扱：福祉課 障害福祉係） 
 

案内 

特別障害者・障害児福祉手当をご存知ですか 
 

【特別障害者手当】 

特別障害者手当は、重度の障がいがあるため、日常生活において常時、

特別の介護を必要とする状態にある２０歳以上の在宅の方に支給されま

す。支給対象者は、おおむね重度の障がいを２つ以上有する方です。 

ただし、次の場合は対象になりません。 

①施設に入所している場合 

②病院または診療所などに継続して３カ月を超えて入院している場合 

③所得制限限度額を超えている場合 

 

【障害児福祉手当】 

障害児福祉手当とは、重度の障がいがあるため、日常生活において常時、

特別の介護を必要とする状態にある２０歳未満の方に支給されます。 

 支給対象者は、おおむね身体障害者手帳１、２級程度または知的障がい者

で知能指数（ＩＱ）２０以下程度（精神障がいで同程度と認められるもの

も含む）の方です。 

ただし、次の場合は対象になりません。 

①障がいを事由とする年金の給付を受けることができる場合 

②障害児入所施設などに入所している場合 

③所得制限限度額を超えている場合 

 

【問合せ先】 

福祉課 障害福祉係 電話：４３－１２０６ 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱：福祉課 障害福祉係） 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

案内 Information７ 

重度障害者タクシー料金助成事業について 
タクシー利用券を４月１日から交付します 

 

【対象者】 

市内に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方 

①身体障害者手帳の交付を受け、１級または２級の障がいに該当する方 

②療育手帳のＡの交付を受けている方 

③精神障害者保健福祉手帳の１級の交付を受けている方 

※障がいを理由に自動車税の減免を受けている方（軽自動車税は可）、

または施設に入所中の方は該当しません。 

 

【助成額など】 

タクシー利用券２４枚（４月申請のとき） 

＊１枚につき小型タクシー基本料金の額が助成となります。 

＊申請月により交付枚数（１カ月あたり２枚）が変わります。 

＊出発地または到着地のどちらかが市内の場合のみ使用できます。 

 

【申込先】 

手帳と印鑑をご持参のうえ、福祉課 障害福祉係で申請してください。 

代理人の方でも申請できます。 

 

【問合せ先】 

福祉課 障害福祉係 電話：４３－１２０６ 

 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱：福祉課 障害福祉係） 

コミュニティバス・路線バスの 

運行時刻などの変更について 
 

 市内を運行するバスの一部路線で、利便性向上のため運行時刻などの変

更を実施します。 

 

■令和８年３月１４日（土）から変更済み 

「高鍋～三納代～西都」線：時刻の変更 

高鍋バスセンター発  

第２便  

午前７時５５分発 ⇒７時５８分発 

（午前８時５３分 西都バスセンター着） 

 第３便 

午前１０時２０分発 ⇒ １０時１２分発 

（午前１１時７分 西都バスセンター着） 

※すでに新しいダイヤで運行しています。ご注意ください。 

 

■令和８年４月１日（水）から変更 

【コミュニティバス】 

 ①穂北（銀鏡・尾吐）線：朝・夕の増便および一部の便で経路の変更 

 ②平野・石尾線／長谷線：朝、夕便の時刻の変更 

【路線バス】 

「西都～岩崎～郡境」線：朝、夕便の時刻の変更、一部経路の変更 

 

〇新しい時刻表の配布場所 

市総合政策課、各支所、宮崎交通バスセンター 

※対象地区には、別途回覧板でも時刻表を配布しています。 

変更内容の詳細は、市ホームページをご確認ください。⇒  

 

（文書取扱・問合せ：総合政策課 ３５―３８６６） 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

案内 Information８ 

４月は『若年層の性暴力被害予防月間』です 
   

４月は進学・就職に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、性暴力被

害に遭うリスクが高まる時期です。 
ＡＶ出演被害、ＪＫビジネス、レイプドラッグ、酩酊状態に乗じた性的

行為、ＳＮＳを利用した性被害、セクシャルハラスメント、痴漢などの性

犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為で許されないもの

です。 
「被害に遭っているかも」と思ったら一人で悩まずにご相談ください。

あなたの不安に寄り添いながら支援をする、公的な相談窓口があります。 

相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありま

せん。社会全体で性犯罪・性暴力をなくしていきましょう。 

 

 

 

◎性犯罪・性暴力被害相談窓口 

★性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター（内閣府) 

☎ ＃８８９１（はやくワンストップ） 

★性犯罪被害相談電話（警察） 

☎ ＃８１０３（ハートさん） 

★性暴力に関するＳＮＳ相談「Cure time」（内閣府） 

                          

  
 

 (文書取扱：こども家庭課) 

児童手当における第３子加算について 
(高校３年生年代・専門学校等を卒業予定の保護者の方へ) 
 

下記対象者で、児童手当の第３子加算を受けており、令和８年度からも

引き続き多子加算の算定を受けるためには、監護相当および生計費の負担

があることの申請が必要となります。 

 

◎対象者 

１． 高校３年生年代を養育している受給者の方 

２． 大学生年代で第３子加算として申請しており、令和８年３月卒業予

定と記載された方（例：専門学生、短大生等） 

◎申請が必要な方 

令和８年４月１日以降に児童手当支給対象児童(※１)と大学生年代の

子(※２)の人数の合計が３人以上で、大学生年代の子を監護相当・ 

養育している方 

 ※１ １８歳到達後最初の３月３１日までの子 

※２ １８歳到達後最初の４月１日から２２歳到達後最初の 

３月３１日までの子 

 ◎申請方法 

 １．窓口 

こども家庭課 子育て支援係（１１番窓口）に申請書類があります 

のでお越しください。 

２． 郵送 

市ホームページより必要書類をダウンロードできます。 

※郵送料は自己負担となります。 

 ◎申請期限 

  令和８年３月３１日（火） 

  ※遡っての支給はできませんので、必ず期限内にご提出ください。 

   詳細は市ホームページにてご確認ください。 

 

                 （文書取扱：こども家庭課） 

「Cure time」 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information９ 案内 

農業用廃プラスチックの通常収集日（４～６月）について 
 

【集積所搬入に係る処理費と分別】 

ビ
ニ
□
ル 

１２円/kg 
塩化ビニール 

※シルバービニールは『特別収集日』に引き取ります。 

ポ
リ 

３４円/kg 

ポリフィルム、シルバーポリ、ＰＯ系フィルム、 

クリンテート、プチプチ、暖房用ダクト、 

谷シート（透明）、マルチ 

サイレージラップ（ネット状のものは不可）、 

肥料袋（麻袋のように編んでいるものは不可）、 

柔らかい灌水チューブ（固い部分は除去）、 

柔らかい育苗ポット（固いもの、連結ポットは不可）、

柔らかい液肥容器（固い容器、農薬容器は不可）   

 

★上記に分別できない農業用プラスチックは、特別収集日を設けて収集します

ので、絶対に持ち込まずに各自で保管してください。 

★肥料袋、サイレージラップの中にペットボトル、サイレージネットなどの異

物を混入して搬入する方が散見されますので、絶対に異物は混ぜないでくだ

さい。 

★液肥容器は中をきれいに洗浄し、キャップ・容器口などの固い部分を取り除

いてから持ち込んでください。 

★黒色の谷シートは特別収集日に搬入してください。 

★ビニールは、長さ１ｍ・幅５０cm・重さ２０kg程度、ポリは重さ１０kg程度

に、それぞれ同じ素材を使用して結束してください。また、サイドの耳ひも

は抜いておき、作物くずや針金などの異物が無いように注意してください。 
 

★ガムテープなどで補強したものは、その箇所を除いて搬入してください。 

 

（文書取扱・問合せ：西都市農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会 

  ≪事務局：農林課 農産園芸係 ４３－１５６６≫） 

【収集日】 

 ４月から６月までの農業用廃プラスチック収集日は下の表のとおり

です。７月以降の収集は、６月にお知らせします。 

 
童子丸集積所 三財集積所 

ビニール ポ リ ビニール ポ リ 

４月 ８日 ２２日   

５月   １３日 ２７日 

６月 ３日 １７日   
 

※市のホームページにも収集日、搬入方法について 

掲載していますのでご確認ください。⇒ ⇒ ⇒ 

 
 
★処理費の支払いは現金のみとなります。 
 

【持込時間】 

 午前９時～１２時、午後１時～３時 
 

【直接搬入】 

 上記の収集日以外に持ち込みを希望する場合、お急ぎの場合は以下の

事業者へ直接持ち込んでください。 

 事業者名 宮崎県産業廃棄物再生事業協同組合 

 所 在 地 宮崎市大字島之内２９３２番地 

 電話番号 ０９８５－３９－２２６１ 

 受入時間 月～金（祝祭日を除く）午前９時～午後４時 
 

★年末年始などは営業日が変更となる可能性があるため、事前に確認 

してから持ち込んでください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年度中学生向け手話講座 
 

手話を通じて聴覚に障がいのある人との交流をはかり、お互いに理解し

合うことを目的とした中学生向け手話講座を次のとおり開催します。 

 この機会に「言語である『手話』」を学んでみませんか。 

 

【日   程】 毎週火曜日 午後６時３０分～７時３０分 

        （５月１２日～令和９年２月１６日） 

        ※祝日、年末年始は休講 

【場   所】 市公民館（予定） 

【開 講 日】 ５月１２日（火） 午後６時３０分 

【対 象 者】 中学生 

【定   員】 １５人程度 ※定員になり次第、締め切ります。 

【必要なもの】 筆記用具・年間受講費用 １０，０００円 

教材費 ５，０００円 

【申  込  先】  福祉課 障害福祉係 電話：４３－１２０６ 

        ※参加者氏名、学校名、住所、連絡先（携帯電話など）

         をお伝えください。 

【受   付】 ４月１日（水）～５月１日（金） 

平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

土・日・祝日を除く         

【主催・講師】 西都手話サークル「ひまわり」 

 

 

 

 

 

 

 

                           （文書取扱：福祉課） 

 

Information10 

令和８年度手話奉仕員養成講座 
 

手話を通じて聴覚に障がいのある人との交流をはかり、お互いに理解し

合うことを目的とした手話奉仕員養成講座を次のとおり開催します。 

 あなたも一緒に手話をしてみませんか。 

 

【日   程】 毎週火曜日 午後７時３０分～午後９時 

        （５月１２日～令和９年３月１６日） 

        ※祝日、年末年始は休講 

【場   所】 市公民館（予定） 

【開  講  日】 ５月１２日（火） 午後７時３０分 

【定   員】 １５名程度 ※定員になり次第、締め切ります。 

【必要なもの】 筆記用具・年間受講費用 ６，２９０円 

（内訳）①テキスト資料代    ４，２９０円 

②県聴障協ニュース購読 ２，０００円 

【申  込  先】  福祉課 障害福祉係 電話：４３－１２０６ 

【受   付】 ４月１日（水）～５月１日（金） 

平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

※土・日・祝日を除く 

【講   師】 西都手話サークル「ひまわり」 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （文書取扱：福祉課） 

 

催し・講座 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information11 

令和８年度西都市民会館共催事業  

 第３１回宮崎国際音楽祭 

サテライト・コンサートｉｎ西都 

ＮＡＤＥＳＨＩＫＯ 弦楽八重奏団 
 

 

第３１回宮崎国際音楽祭サテライト・コンサートが、本市で開催されま

す。第一線で活躍する女性ソリストや、国内オーケストラの女性首席奏者

たちによる、のびやかで色彩豊かなアンサンブルは、各地で好評です。 
耳馴染みのある親しみやすい楽曲から本格的な弦楽八重奏曲まで、メン

バーのトークを交えながら、ぜひお楽しみください。 
 

【日   時】 ５月４日（月・祝）開場 午後１時３０分 開演 午後２時 

【会  場】 市民会館 大ホール (西都市小野崎２丁目４９番地) 

【料    金】 全席指定 ※チケット発売中 

一般 2,000円  Ｕ２５割(鑑賞時２５歳以下)1,000円  

未就学児入場はご遠慮ください。 

【プレイガイド】 市民会館 

メディキット県民文化センター チケットセンター 

【お問合せ】 市民会館 ４３－５０４８ （月曜休館） 

【主  催】 市民会館、宮崎県、宮崎県立芸術劇場 

【そ の 他】 詳しい内容については市民会館ホームページや公式ＳＮＳ  

       などをご覧ください。 

 ☚市民会館ホームページ 

              イベント情報二次元コード 

（文書取扱：社会教育課） 

 

催し・講座 

令和７年度西都市民会館自主事業  

 親子で楽しむこどもフェス 
 

 

米良美一館長による、ステージ上にて音楽を身近に感じてもらえるミニ

コンサートや、「大きなキャンバスに絵を描こう！」「いろんな楽器の音

を鳴らしてみよう！」などさまざまな体験を親子で楽しんでいただけるイ

ベントです。 
 

【日   時】 ３月２９日(日)  

開場 午後０時３０分  

開演 午後１時～午後４時 

ミニコンサート 午後１時から 

体験コーナー  午後２時から 

【会  場】 市民会館 大ホール、談話展示ホール、ホワイエ 

（西都市小野崎２丁目４９番地） 

【料    金】 無料 

【お問合せ】 市民会館 ４３－５０４８ 

【主  催】 市民会館  

【協  力】 西都市文化連盟 西都市美術協会  

【そ の 他】 詳しい内容については市民会館ホームページや公式ＳＮＳ  

   などをご覧ください。 

 

              ☚市民会館ホームページ 

              イベント情報二次元コード 

（文書取扱：社会教育課） 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

テゲバジャーロ宮崎ホーム戦 
 

昨年Ｊ２昇格を決めた、本市がホームタウンであるＪリーグクラブ・テ
ゲバジャーロ宮崎のホームゲームが開催されます。一部座席では、今季も
中学生以下は観戦無料です。ぜひスタジアムまで足をお運びください。 
 

■試合会場 
第７・９節 いちご宮崎新富サッカー場（新富町三納代１５８６） 
第１２節  KUROKIRIスタジアム（都城市山之口町花木２３８１－４） 
 

 ■試合日程 
 節 試合日 開始時間 対戦相手 
 第７節 ３月２１日(土) 午後２時 ロアッソ熊本 

 第９節 ４月 ５日(日) 午後２時 レノファ山口ＦＣ 

 第１２節 ４月２５日(土) 午後２時 鹿児島ユナイテッドＦＣ 

 
■チケット販売価格 

 販売場所 大人 小中学生 ・前売券(ＷＥＢ割適用)
の価格です。 

 
・ファンクラブ会員は 

さらに割引されます。 
 
ご購入はテゲチケから 
(要JリーグチケットID) 

↓ 

 

 ＳＳＳ指定席 4,500円～ 

 ＳＳ指定席 3,800円～ 

 ＳＳ自由席 3,200円～ 1,600円～ 

 ＳＡホーム自由席 
2,700円～ 

1,350円～ 

 ＳＡミックス自由席 無料 

 車いす席 
（介添１名無料） 

2,250円～ 

 
ゴール裏Ａ席 1,750円～ 無料 

 
（文書取扱：スポーツ振興課） 

 

Information12 催し・講座／募集 

赤い羽根共同募金助成事業募集のお知らせ 

～令和８年度共同募金運動による令和９年度事業への助成～ 

 

西都市共同募金委員会では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続

けることができるよう、地域を良くしていこうと地域住民などが主体とな

って企画・実施する地域福祉活動や課題解決に取り組むボランティア・福

祉団体などの活動を応援することを目的に、以下のとおり助成希望の団体

を募集します。 
 
【助成対象団体】 

  市内で活動する高齢者・障がい児者・児童青少年などに関する福祉活

動や地域活動、更生保護などに関連する団体で、１０月１日から１２月

３１日の期間に実施される赤い羽根共同募金運動（街頭募金活動）など

へ協力いただける団体 

 

【助成対象期間】 

令和９年度（令和９年４月１日～令和１０年３月３１日）に行う事業 

 

【申請受付期間】 

申請書受付 ４月１日（水）～４月３０日（木）【必着】 

申請を希望される団体は４月１０日（金）までに以下のお問合せ先 

に連絡をお願いします。 

 

【お問合せ先】 

社会福祉法人 宮崎県共同募金会西都市共同募金委員会 

社会福祉法人 西都市社会福祉協議会 

〒881-0004  西都市大字清水１０３５番地１ 

          TEL：４３－３１６０ 担当：総務課 総務係 
 
 

（文書取扱：福祉課） 
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有害鳥獣（シカ・イノシシ等）から農地を守ろう 

ワイヤーメッシュ柵整備に取り組む地域を 

募集します（令和９～１１年度） 
 

 有害鳥獣（シカ・イノシシなど）による農作物への被害を軽減するため、

今後３年間（令和９年度～１１年度）に鳥獣被害防止総合対策事業（国庫

補助事業）を活用したワイヤーメッシュ柵整備に取り組みたい地域を募集

します。申請される場合は、以下の問合せ先までご相談ください。 

【事業内容】 

ワイヤーメッシュ柵を用いた侵入防止柵の一体的な整備と適正な維持管

理（草刈りや点検・補修など）を行う地域に対し、西都市鳥獣被害対策

協議会が窓口となり購入した資材などを提供するもの 

【要  件】 

・地域が一体となり、鳥獣被害防止に取り組むこと 

・受益戸数３戸以上であること 

・受益者による自力施工ができること。また１４年間（耐用年数）は農

作物の生産を行い、適正な維持管理ができること 

【申請内容】 

・地区名、代表者名、受益者名、作付作目、作付面積 

・設置要望箇所を記入した地図、設置延長 

【申請期限】４月３０日（木）まで 

【注意事項】 

※設置にかかる人件費、作業道具費などは地域負担 

（資材の購入にかかる費用は原則負担なし） 

※地域からの要望数や国からの交付金の配分などによっては、希望年度

に実施できない場合や今後、国の補助制度が変更になる場合あり 

※公道・河川などの越境、道路(里道などを含む)上の設置や遮断は不可 

【問合せ先】 

 西都市鳥獣被害対策協議会（農林課 林務係内） 電話：３２－１０１３ 
 

（文書取扱：農林課 林務係） 
 

募集 

西都市交通安全指導員の募集について 
 

ただ今、本市では、西都市交通安全指導員を募集しています。 

 地域の交通安全を守るため、ご協力をお願いします。 

 

〇業務内容 

 ・街頭での交通指導…通学中の児童・生徒の交通安全の確保 

 ・店頭などでの交通安全キャンペーン など 

 

〇募集人員…若干名 

 

〇任用期間…２年間。再任も可。 

 

〇従事時間等 

交通指導は、主に朝の通学時間帯（午前７時～８時）となります。 

月ごとの活動日数について、特に規定はありませんが、規則により、活

動日誌を提出していただきます。 

また、年４回の交通安全運動期間中の街頭キャンペーンにご協力をお願

いします。 

 

〇報酬額…年間８０，０００円 

 

〇応募資格…必要な資格等はございません。 

 

〇その他…制服（夏・冬用）を貸与します。 

交通指導中の着用をお願いします。 

 

〇問合せ先…生活環境課 市民生活係 電話：４３－１５８９ 

 

 

（文書取扱：生活環境課） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年度ひとり親家庭支援 奨学金制度奨学生の募集について 
 

 ひとり親世帯（母子・父子家庭など）で就学に関して経済的に困難な生徒を対象に、選考による給付型奨学金の奨学生を募集します。 

 

【奨 学 金】月額３０，０００円（返還不要、他の奨学金との併用可） 

４月１日～令和９年３月３１日の１年間 

 

【募集人数】全国４００人（各都道府県４人～） 

 

【対象学年】中学３年生、高等学校もしくは高等専門学校等の１～３年生の方（令和８年４月時点） 

 

【応募資格】以下の条件に全て該当すること 

①夢を実現するための意欲があり、社会貢献への積極的な姿勢のある品行方正な生徒 

②宮崎県ひとり親福祉連合会の会員および入会を希望する方の子ども（生徒） 

③令和７年の世帯１人あたりの収入平均額が１００万円未満 

④令和７年度の学校出席率が８０％以上（正当な理由や診断書がある場合を除いて、早退・遅刻を欠席とする場合があります） 

※１世帯１人の申請のため、兄弟姉妹による複数の申請はできません。 

 

【応募方法】必要書類を宮崎県ひとり親福祉連合会に提出してください。 

申請用紙などは、全国母子寡婦福祉団体協議会ホームページ内の「２０２６年申請手続きはこちらから」⇒「各種書類ダウンロード」より取

得してください。 

      ※必要書類についても、右の二次元コードからご確認ください。→  

 

【申請期間】３月２３日（月）～４月２０日（月）※必着 

 

※本制度や申請などに関するお問合せは、以下までお願いします。 

  〒880-0007 宮崎市原町２番２２号 宮崎県福祉総合センター内 

一般財団法人 宮崎県ひとり親福祉連合会（０９８５－６９－１６８４） 

        ホームページは「全母子協」で検索⇒「全国組織網」を確認してください。 

 

（文書取扱・問合せ：こども家庭課 子育て支援係 ３２－１０２１） 

Information14 募集 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information15 

「パソコン基礎・ＦＰ習得科」 

公共職業訓練生の募集について 
 

公共職業訓練「パソコン基礎・ＦＰ習得科」は、求職中の方が再就職す

るために必要なパソコン関連の知識・技術を習得し、早期就職を図ること

を目的としています。 

受講 

対象者 

公共職業安定所に求職手続きを行い、公共職業安定所長の受講

指示、受講推薦、または支援指示を受けられた方 

募集期間 ３月２日（月）～４月１４日（火） 

訓練期間 ５月１９日（火）～９月１８日（金）４カ月 

訓練時間 午前９時～午後４時 月～金（祝日・訓練休を除く） 

費 用 等 教材費12,100円 職業訓練生総合保険料3,700円(任意) 

受 講 料 無料 ※資格取得のための受験料・問題集代は自己負担 

受講定員 １５人（応募状況により、増員する場合があります） 

応募方法 最寄りの公共職業安定所で相談の上、入校申込書を提出 

選 考 日 ４月２２日（水） 

受付時間 午前９時３０分～５０分（遅刻・欠席の場合は辞退とみなす） 

選考試験 午前１０時～１２時３０分終了予定（適性検査・面接） 

携 帯 品 筆記用具（鉛筆３本）、上履き（スリッパ等） 

選考会場 
西都高等職業訓練校（西都市大字三宅２２１５番地） 

３階大会議室    ※駐車場あり 

そ の 他 

雇用保険受給資格者で公共職業安定所長の受講指示を受けられ

た方は期間中に訓練手当が支給されます。雇用保険受給資格が

ない方でも一定の要件を満たせば「職業訓練受講給付金」の制

度があります。詳細は最寄りの公共職業安定所へご相談くださ

い。 

その他、訓練の内容、説明会・体験会の詳細はこちら⇒ 
 
（お問合せ先）職業訓練法人 西都職業訓練会 

 西都高等職業訓練校 TEL ４３－１０８７ 

（文書取扱：商工観光課） 

募集／相談 

令和８年度療育手帳 巡回相談について 
 

宮崎県中央児童相談所による療育手帳巡回相談が次のとおり行われま

す。 

 

【相談内容】療育手帳の再判定を相談対象とします。 

その他の相談については、児童相談所・福祉こどもセンター

の担当までご相談ください。 

 

【実 施 日】年４回 ６月１９日（金） 西都市（市役所内 会議室） 

９月２５日（金） 高鍋町 

１１月１３日（金） 都農町 

１２月１８日（金） 川南町 

 

※本市にお住まいの方でも児湯郡会場で相談すること

できます。 

※児湯郡会場の詳細については、以下の申込先までご

連絡ください。 

 

【対 象 者】 児童相談所・福祉こどもセンターへの来所が困難な方。 

※交通手段がない方 

※疾病などにより移動に困難を要する方など 

 

【申込期限】 各実施日の２週間前まで 

 

【申 込 先】 福祉課 障害福祉係（電話：４３－１２０６） 

 

 

 

（文書取扱：福祉課） 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高鍋年金事務所の出張相談について 
 

 月に１回、高鍋年金事務所の職員が市役所で出張相談を行っています。

老齢厚生年金・遺族厚生年金などの手続きや相談もできますので、ご利用

ください。令和８年度の相談日などの詳細は下の二次元コード、またはＵ

ＲＬ（https://www.city.saito.lg.jp/kenko_kyoiku/post_964.html）から

アクセスし、市ホームページにてご確認ください。 

予約が必要ですので高鍋年金事務所に電話でお申込みください。 

 

【予約先】高鍋年金事務所 ２３－５１１１ 

 

 

 

  （文書取扱・問合せ：市民課 年金係 ４３－１２２１） 

 

Information16 

宮崎県中央発達障害者支援センター 

出張相談について 
  

市では毎週１回、宮崎県中央発達障害者支援センターによる出張相談が

開催されています。 
 ご希望の方は、予約・問合せ先へ直接お問合せください。 

 

 

［日 時］毎週火曜日 午前１０時～午後４時（予約制） 

 

［場 所］社会福祉法人晴陽会 フリースペースうからや 

     住所：西都市妻町２丁目５３－２ 

 

［対象者］発達障害をもつ方や発達障害の疑いのある方、その家族または 

関係する方。 

 

［予約・問合せ先］宮崎県中央発達障害者支援センター 

電話 ０９８５－８５－７６６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱：福祉課 障害福祉係） 

 

相談 

障がいのある方の就職や企業の 

障がい者雇用の相談について 
 

「たかなべ障害者就業・生活支援センター」では障がいのある方の就業

などの相談を行っています。相談をご希望の方は、以下の申込先・問合先

までご連絡ください。 

 

【対 象 者】     障がいのある方やそのご家族の方、企業の方 

【相談内容】     障がいのある方の就職や生活の相談 

           企業の障がい者雇用に関する相談など 

【申込先・問合せ先】 たかなべ障害者就業・生活支援センター 

           電話 ３２－００３５ 

 

（文書取扱：福祉課 障害福祉係） 
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司法書士による消費生活無料相談を 

ご利用ください 
市では、司法書士による無料の消費生活相談を行っています。 

借金問題、訪問販売や架空請求による被害などでお困りの方はぜひ、ご

利用ください。 

 ○日  時：４月７日（火）午後１時～４時 

       次回は、５月１２日（火）午後１時～４時 

       ※相談時間は、一人約３０分間です。 

 ○場  所：本庁舎２階 ２０１会議室 

 ○申 込 先：生活環境課 市民生活係（電話：４３－１５８９） 

 ※予約が必要ですので、必ず事前にお電話ください。 

 ※消費者問題だけでなく、相続、登記、相隣関係、対人トラブルなど、

本相談にて対応可能な法律問題であれば受付できます。 

（文書取扱：生活環境課） 
 

相談／その他 

市公式ＳＮＳの登録をお願いします 
 

本市では以下のとおり公式ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービ

ス）アカウントを活用して、イベントや防災情報など市民の皆さまにさま

ざまな情報を発信しています。 
ご登録いただければ、スマートフォンなどでいつでもどこでも手軽に情

報を得ることができますので、ぜひご登録をお願いします！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（文書取扱・問合せ：総務課 秘書広報係 ３５－３００１） 

行政相談のご案内 
 

行政相談は総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国・県・市町村、

独立行政法人、特殊法人（ＪＲ、日本郵便株式会社）などの行政機関への

苦情や意見、要望を受け、中立・公正な立場から、その解決や実現を促進

するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。相談は無料

で、秘密は厳守されますので、まずはお気軽にご相談ください。 

 

 ○日  時：４月９日（木）午前１０時～１２時 

       次回は、５月１４日（木）午前１０時～１２時 

○場  所：本庁舎２階 ２０１会議室 

 

（文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－１５８９） 
 

市公式 

インスタグラム 

 
市公式ＬＩＮＥ 

市公式 X 

(旧 Twitter) 
市公式 

Facebook 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西都市地域子育て支援センターつばさ館 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（文書取扱：こども家庭課） 
 

Information18 その他 

西都市地域子育て支援センターぷらむ 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（文書取扱：こども家庭課） 
 

★支援センターつばさ館概要★ 

【住  所】白馬町３番地（認定こども園こどもの家敷地内） 

       ※駐車場は、こどもの家の横にあります。 

【連 絡 先】TEL：４３－１０４９ FAX：４３－１０７９ 

【利用時間】月～金 午前９時～１２時・午後１時～３時 

【利用時間】土 曜 午前９時～１２時  ※育児相談のみ 

【子育て相談】電話・来園・訪問でのご相談をお受けします（随時） 

【一時保育】料金・時間は１時間単位（１時間350円、２時間700円、 

３時間1,050円、４時間1,200円）です。 

詳しくはお電話ください。 

【育児情報誌】 毎月１回 活動内容の情報発信（つばさ館便り） 
 

 ＜主な行事予定＞ 

◎月の製作   
◎助産師さんに聞いてみよう 
（身体測定＆手形足形をとる成長記録会も実施します） 
◎誕生会  
◎リトミック♪    
◎給食試食会 
◎英語であそぼう  
◎ママのための製作教室 
◎アタッチメントベビーマッサージ 
◎ベビーフォト  
※給食試食会と親子クッキングは幼児食を 
食べられるようになってから参加できます。 
行事への参加を希望される場合は、上記二次元コードから予約サイ

トにアクセスいただき、ご予約をお願いします（ただし、４月分の

予約開始は４月２日（木）午後３時からになりますので、ご注意く

ださい）。  

★支援センターぷらむ概要★ 

 

【住  所】鹿野田１４５０－１（光照こども園敷地内） 

       ※駐車場は、支援センター北側にあります。 

【連 絡 先】TEL：４３－１３４０ FAX：４３－１５０１ 

【利用時間】月～金 午前９時～１２時、午後１時～５時 

 

【子育て相談】来園でのご相談をお受けします（随時） 

【一時保育】料金  ３歳未満児 １,８００円 / 1日 

３歳以上児 １,６００円 / 1日 

１時間単位でのご利用を希望の方はご相談ください。 

【育児情報紙】 毎月１回 活動内容の情報発信（ぷらむ便り） 

 
 

      ＜主な行事予定＞         
 
・お誕生会  
・給食試食会 
・製作あそび                 
・ベビーマッサージ 
・音あそび 
・ママカフェ  

    など 
 
☆事前申し込みが必要な行事は、お電話もしくは来園にて申し込みを 
お願いします。 
（詳細は子育て支援センターぷらむだよりをご覧ください） 
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図書館だより４月号【４月の休館日６・１３・２０・２７日】 

 
 

その他 

●移動図書館車巡回日のお知らせ 

 ・ＪＡ都於郡支所…４月１日（水） 
・ＪＡ三財支所…４月１５日（水）  ※時間は、いずれも 
・ＪＡ三納支所…５月１２日（火）   午前９時～１０時です。 
・ＪＡ穂北支所…５月２８日（木） 

 
 
●一般寄付・香典返しのお礼 

 令和７年９月１日から令和８年２月２８日までに、次の皆さまから 
ご寄付をいただきました。皆さまからの寄付金は、図書の購入にあて 
させていただいております。厚くお礼申し上げます。 
※敬称は略させていただきます。 
※寄付者の意向を確認した上で掲載しております。 

 
 
○図書寄贈：寄贈者名及び図書名 

・中武 寛…「今日まで、そして明日から」 
 
 
○香典返し寄付 

  ・（寄付者名）桑畑 徳幸  （故人）桑畑 幸男  ※三納 
  ・（寄付者名）長友 隆男  （故人）長友 寛   ※清水 
  ・（寄付者名）杉尾 ノブ子 （故人）杉尾 隆美  ※岩爪 
  ・（寄付者名）鹿嶋 裕   （故人）鹿嶋 和   ※南方 
  ・（寄付者名）壹岐 和代  （故人）壹岐 保   ※南方 
 

 

【一般図書新刊のご案内】 

◎解決！ 高齢者のピンチ （石田 竜生） 
◎イラストでわかる大相撲 （十枝 慶二） 
◎眠れない日にそっとめくる夜の図鑑 （多田 多恵子） 
◎夢中が未来をつくる （山中 伸弥） 
◎愛すべき残念城 （坂本 犬之介） 
◎大人の旧車イズム （上村 恭介） 
◎４７都道府県・美術館百科 （可児 光生） 
◎あなたを助ける海外トラベル英語１０００ （和久 健司） 
◎頼る勇気 （和田 秀樹） 
◎世界の名木と伝説図鑑 （コリン・ソルター） 

【児童図書新刊のご案内】 ☆は絵本です 

☆帰り道の安全を守ります （有田 ようこ） 
☆てっぺんのたからもの （ぬまのう まき） 
☆ちきゅうちょうさだん （大串 ゆうじ） 
☆となりのせきのおともだち （はしもと えつよ） 
☆アンパンマンとペンキマン （やなせ たかし） 
◎スポーツのひみつ （「スポーツのひみつ」編集室） 
◎ドラゴンタッグ最強王図鑑 （木下 昌美） 
◎脳がだまされる！？ だまし絵の科学 （竹内 龍人） 
◎こども言語化大全 （山口 拓朗） 
◎つくってあそぼう！ マインクラフトおりがみ （折り紙の国） 

（文書取扱・問合せ：社会教育課 図書館係 ４３－０５８４） 



 

４月の西都市イベントカレンダー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 イベント内容 

16 木 出張年金相談 会場：市民課年金係 ※要予約 TEL：23-5111 

17 金  

18 土  

19 日 
《休日医》すぎお医院 TEL：41-1177 

さいとマチナカマルシェ 会場：中央通り～平助通り 

20 月  

21 火 
無料法律相談 会場：社会福祉協議会 ※要予約 TEL:43-3160 

人権・なやみごと相談所 TEL：43-1204（市民課） 

22 水  

23 木 オレンジカフェ 

24 金  

25 土 
テゲバジャーロ宮崎 J2・J3百年構想リーグ戦（vs 鹿児島ユナイテッドFC） 

会場：KUROKIRIスタジアム 

26 日 《休日医》児玉内科クリニック TEL：43-1777 

27 月  

28 火  

29 水 《休日医》こうの整形外科 TEL：43-2200 

30 木  

 

 

日 曜 イベント内容 

１ 水 
西都原花まつり（4月5日まで） 

西都市観光協会 TEL：41-1557 

２ 木  

３ 金  

４ 土  

５ 日 

《休日医》 黒木胃腸科医院 ※小学生以下の診療不可 TEL：43-1304 

テゲバジャーロ宮崎 J2・J3百年構想リーグ戦（vs レノファ山口FC） 

会場：いちご宮崎新富サッカー場  

６ 月  

７ 火 司法書士による消費生活無料相談 →17ページ 

８ 水  

９ 木 行政相談 →17ページ 

10 金  

11 土  

12 日 《休日医》 上山整形外科クリニック TEL：41-0808 

13 月  

14 火  

15 水  

 

 
（文書取扱・問合せ：総務課 秘書広報係 ３５－３００１） 


